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２
０
１
１
賃
金
確
定
闘
争

区区
長長
会会
のの
最最
終終
提提
案案
にに

対対
すす
るる
判判
断断
にに
つつ
いい
てて

９
月
３０
日
、
人
事
院
は
国
家

公
務
員
に
対
す
る
給
与
勧
告
を

行
っ
た
。
国
家
公
務
員
の
賃
金

改
定
を
巡
る
動
き
は
、
５
月
の

労
使
交
渉
に
よ
り
国
家
公
務
員

給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て
合
意

し
、「
臨
時
特
例
法
」
と
し
て

国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
公
務
員

連
絡
会
は
、
労
働
基
本
権
が
制

約
さ
れ
て
い
る
代
償
と
し
て
人

事
院
勧
告
制
度
が
措
置
さ
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
５
月

の
労
使
合
意
は
、
本
来
の
あ
る

べ
き
姿
を
表
し
た
も
の
で
あ

り
、
極
め
て
重
い
意
味
を
持
つ

も
の
と
し
、
こ
う
し
た
経
緯
を

無
視
し
、
給
与
勧
告
を
強
行
し

た
人
事
院
の
姿
勢
は
、
自
ら
の

保
身
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と

批
判
し
た
。

１０
月
２８
日
、
政
府
は
給
与
関

係
閣
僚
会
議
を
開
い
て
、
本
年

の
人
事
院
勧
告
を
実
施
す
る
た

め
の
給
与
改
正
法
案
は
提
出
し

な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
後

の
閣
議
で
正
式
に
決
定
し
た
。

公
務
員
連
絡
会
は
、
こ
の
閣
議

決
定
に
対
し
、「
人
事
院
勧
告

を
実
施
し
な
い
方
針
を
正
式
に

決
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
間
の

労
使
合
意
に
基
づ
く
当
然
の
判

断
」
と
し
た
上
で
、
自
律
的
労

使
関
係
制
度
の
実
現
に
向
け
、

関
連
法
案
の
成
立
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
た
。

人
事
院
は
、
例
年
５
月
１
日

か
ら
行
っ
て
い
る
民
間
給
与
実

態
調
査
に
つ
い
て
、
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
甚
大
な
被
害
等
を

踏
ま
え
て
、
６
月
２４
日
か
ら
８

月
１０
日
ま
で
の
期
間
で
調
査
を

行
っ
た
。

こ
う
し
た
国
の
動
き
の
影
響

を
受
け
て
、
各
地
方
自
治
体
の

給
与
勧
告
の
時
期
も
例
年
よ
り

も
遅
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特

別
区
人
事
委
員
会
は
１０
月
２８

日
、
各
区
長
と
各
区
議
会
議
長

に
対
し
て
「
職
員
の
給
与
に
関

す
る
報
告
及
び
勧
告
」
を
行
っ

た
。
月
例
給
に
関
す
る
勧
告
は
、

職
員
給
与
が
民
間
給
与
を
上
回

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
消
す
る

た
め
の
引
き
下
げ
改
定
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
特
別

給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）

に
つ
い
て
は
、
民
間
の
特
別
給

（
賞
与
）
と
概
ね
均
衡
し
て
い

る
た
め
改
定
な
し
と
し
た
。

月
例
給
は
、
三
年
連
続
の
引

き
下
げ
改
定
で
あ
り
、
日
本
一

生
計
費
の
高
い
首
都
圏
で
暮
ら

す
特
別
区
職
員
の
生
活
実
態
を

ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い
ば

か
り
か
、
職
員
の
利
益
保
護
と

い
う
第
三
者
機
関
と
し
て
の
役

割
を
放
棄
し
た
自
主
性
・
主
体

性
に
欠
け
る
勧
告
で
あ
っ
た
。

国
の
動
き
に
も
顕
著
な
よ
う

に
、
公
務
員
総
人
件
費
の
削
減

方
針
は
、
東
日
本
大
震
災
を
口

実
と
し
て
削
減
そ
の
も
の
が
目

的
化
し
た
主
張
が
さ
れ
て
い

る
。
特
別
区
に
お
い
て
も
、
各

区
の
新
年
度
予
算
編
成
に
お
け

る
財
源
不
足
の
顕
在
化
を
受

け
、
国
に
追
随
し
た
人
件
費
削

減
攻
撃
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
攻
撃
は
、
公
務
労
働
者
の

あ
り
方
に
対
す
る
攻
撃
で
あ

り
、
区
民
生
活
に
密
着
し
た
清

掃
事
業
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る

攻
撃
で
あ
る
。

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
が

１０
月
２８
日
に
示
し
た
「
職
員
の

給
与
に
関
す
る
報
告
及
び
勧

告
」
の
主
な
内
容
は
、
①

公

民
較
差
（
△
８
４
２
円
、
△
０
・

２０
％
）
を
解
消
す
る
た
め
給
料

表
の
引
下
げ
改
定
、
②

特
別

給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）

に
つ
い
て
は
、
民
間
の
特
別
給

（
賞
与
）
と
概
ね
均
衡
し
て
い

る
た
め
改
定
な
し
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
ま
た
、
高
齢
期
雇
用

へ
の
対
処
と
し
て
、
具
体
的
な

方
策
等
は
示
さ
れ
な
か
っ
た

が
、「
高
齢
期
雇
用
に
係
る
諸

問
題
の
検
討
に
あ
た
り
、
組
織

活
力
の
維
持
・
向
上
の
視
点

や
、
培
っ
た
知
識
や
経
験
、
技

術
を
次
代
に
継
承
す
る
た
め
高

齢
職
員
の
活
用
の
視
点
に
留

意
」「
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、

高
齢
期
の
職
員
の
働
き
方
だ
け

で
な
く
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で

の
人
事
・
給
与
制
度
全
体
の
あ

り
方
を
検
証
」「
公
的
年
金
の

支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
は
目

前
に
迫
っ
て
お
り
、
任
命
権
者

と
と
も
に
国
や
他
の
地
方
公
共

団
体
の
動
向
を
注
視
し
な
が

ら
、
早
急
に
特
別
区
職
員
の
実

態
を
踏
ま
え
て
検
討
」
と
し
た
。

１０
月
２８
日
の
勧
告
後
の
区
長

会
に
対
す
る
要
請
、
団
体
交
渉
、

専
門
委
員
会
な
ど
で
勧
告
の
問

題
点
や
不
当
性
に
つ
い
て
指
摘

を
し
、
勧
告
に
左
右
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
誠
意
あ
る
対
応
を
す

る
よ
う
求
め
た
。
ま
た
、
業
務

職
給
料
表
に
つ
い
て
は
、
本
来

労
使
交
渉
で
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
。
給
料
表
そ
の
も
の
を
示

さ
ず
、「
業
務
職
給
料
表
は
依

然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
」

「
勧
告
さ
れ
た
給
料
表
の
改
定

内
容
に
準
じ
た
検
討
を
進
め
て

お
り
ま
す
」
と
い
う
考
え
方
を

示
す
だ
け
の
区
長
会
の
姿
勢

は
、
事
実
上
わ
が
組
合
と
の
協

議
を
拒
否
す
る
姿
勢
で
あ
る
こ

と
を
団
体
交
渉
や
専
門
委
員
会

等
で
厳
し
く
糾
し
て
き
た
。
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１０
月
２８
日
に
示
さ
れ
た
特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
以
降
、
わ
が
組

合
は
、
１１
月
１
日
の
第
一
波
総
決
起
集
会
を
皮
切
り
に
、
各
地
連
に

お
け
る
総
決
起
集
会
、
職
場
に
お
け
る
報
告
集
会
や
ス
テ
ッ
カ
ー
闘

争
、
家
族
も
含
め
た
署
名
行
動
を
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

１５
日
に
は
、
区
長
会
総
会
に
対
す
る
座
り
込
み
行
動
と
第
三
波
総
決

起
集
会
を
打
ち
抜
き
、
最
終
の
訴
え
を
行
っ
た
区
長
会
会
長
要
請
な

ど
大
衆
行
動
を
全
力
で
展
開
し
ま
し
た
。

１１
月
４
日
の
団
体
交
渉
で
勧
告
後
の
『
要
求
書
』
を
提
出
し
て
以

降
、
厳
し
い
日
程
の
中
、
土
曜
日
も
含
め
連
日
協
議
を
行
い
、
区
長

会
当
局
の
考
え
を
改
め
さ
せ
る
た
め
に
幅
広
い
視
点
か
ら
激
し
い
論

戦
を
重
ね
ま
し
た
。

区
長
会
側
が
最
終
妥
結
日
を
１７
日（
木
）と
想
定
し
た
こ
と
か
ら
、

１８
日
（
金
）
の
始
業
時
か
ら
一
時
間
の
実
力
行
使
を
配
置
し
、
我
わ

れ
の
要
求
に
対
し
踏
み
込
ん
だ
回
答
を
行
う
よ
う
、
区
長
会
の
判
断

を
求
め
ま
し
た
。
最
終
の
ヤ
マ
場
と
な
っ
た
１７
日
（
木
）
は
、
朝
か

ら
専
門
委
員
会
交
渉
、
小
委
員
会
交
渉
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
踏

み
込
ん
だ
回
答
を
示
さ
な
い
区
長
会
に
対
し
、「
こ
の
ま
ま
で
は
団
体

交
渉
を
持
つ
意
味
が
な
い
」
と
通
告
し
、
再
考
を
求
め
ま
し
た
。

区
長
会
は
、
深
夜
に
開
催
さ
れ
た
第
４
回
団
体
交
渉
で
、
よ
う
や

く
踏
み
込
ん
だ
回
答
・
提
案
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
提
案
を
持
ち
帰

り
中
央
委
員
会
に
提
案
の
受
入
れ
を
諮
り
ま
し
た
。

提
案
内
容
に
つ
い
て
は
、
行
（
一
）
給
料
表
は
勧
告
ど
お
り
の
引

下
げ
改
定
、
業
務
職
給
料
表
も
勧
告
給
料
表
に
準
じ
た
引
下
げ
改
定

と
、
決
し
て
満
足
の
い
く
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
統
括
技
能
長

の
設
置
基
準
の
改
善
な
ど
を
引
き
出
せ
た
こ
と
な
ど
を
総
合
的
に
判

断
し
、
２
０
１
１
年
賃
金
確
定
闘
争
に
つ
い
て
は
区
長
会
提
案
を
受

入
れ
、
妥
結
を
す
る
こ
と
を
中
央
委
員
会
と
し
て
判
断
、
ス
ト
ラ
イ

キ
は
回
避
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

わ
が
組
合
が
改
善
を
求
め
て
い
る
人
事
・
給
与
制
度
は
、
高
齢
期

雇
用
の
問
題
と
総
合
的
に
検
証
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今

後
も
闘
い
は
継
続
し
ま
す
。
引
き
続
き
要
求
実
現
に
向
け
て
、
全
組

合
員
の
総
力
で
闘
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！ １１

賃
金
確
定

闘
争
妥
結
号

２
面
へ
続
く
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そ
の
他
の
重
要
課
題
と
し

て
、
現
業
系
人
事
・
給
与
制
度

の
改
善
要
求
が
あ
る
。
今
年
度

で
経
過
措
置
期
間
が
終
わ
り
、

廃
止
が
労
使
確
認
さ
れ
て
い
る

「
特
別
昇
格
制
度
」
が
現
業
職

場
に
果
た
し
て
き
た
役
割
を
鑑

み
代
替
措
置
を
求
め
る
課
題
、

統
括
技
能
長
や
技
能
長
の
職
責

の
軽
減
の
た
め
に
設
置
基
準
の

改
善
を
求
め
た
課
題
、
多
く
の

区
で
技
能
長
等
に
欠
員
が
生
じ

て
い
る
事
態
の
解
消
を
求
め
る

と
同
時
に
、
欠
員
調
整
に
留
ま

ら
な
い
清
掃
特
例
や
区
区
間
交

流
や
派
遣
制
度
の
活
用
に
よ
る

人
事
の
活
性
化
な
ど
、
現
業
系

人
事
・
任
用
制
度
の
抜
本
的
な

改
善
要
求
は
、
移
管
以
降
、
多

種
・
多
様
化
を
続
け
る
清
掃
事

業
の
実
態
に
、
人
事
制
度
・
給

与
制
度
の
果
た
す
役
割
の
乖
離

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
訴
え
て
き
た
。

１１
月
１
日
に
は
、
総
評
会
館

で
第
一
波
総
決
起
集
会
を
開

催
、
会
場
を
埋
め
尽
く
し
た
多

く
の
組
合
員
の
熱
気
の
中
で
開

催
さ
れ
た
第
一
波
総
決
起
集
会

は
、
本
格
的
な
論
戦
が
開
始
さ

れ
る
前
の
闘
争
開
始
宣
言
の
集

会
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

第
二
波
総
決
起
集
会
に
あ
た

る
地
連
別
の
総
決
起
集
会
は
、

１１
月
７
日
の
第
一
地
連
を
皮
切

り
に
、
１１
月
８
日
に
第
四
、
第

五
地
連
、
１１
月
１０
日
に
第
二
、

第
三
地
連
が
そ
れ
ぞ
れ
集
会
を

開
催
し
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
幹
事

区
長
に
対
し
、
職
場
か
ら
の
切

実
な
要
求
に
誠
意
を
も
っ
て
対

応
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ

る
。１１

月
１４
日
に
は
拡
大
闘
争
委

員
会
を
開
催
し
、
区
長
会
が
最

終
妥
結
時
期
と
想
定
す
る
１７
日

の
交
渉
の
前
進
に
向
け
て
、
１８

日
始
業
時
か
ら
一
時
間
の
実
力

行
使
の
配
置
を
確
認
し
た
。
我

わ
れ
の
切
実
な
要
求
に
一
切
応

え
よ
う
と
せ
ず
、
早
期
の
解
決

だ
け
を
求
め
る
区
長
会
の
姿
勢

を
改
め
さ
せ
る
た
め
の
行
動
配

置
で
あ
っ
た
。

１１
月
１５
日
の
区
政
会
館
に
お

け
る
区
長
会
総
会
に
対
す
る
要

請
行
動
と
座
り
込
み
行
動
、
同

日
の
全
電
通
会
館
ホ
ー
ル
で
の

第
三
波
総
決
起
集
会
に
も
多
く

の
組
合
員
が
結
集
し
、
要
求
前

進
に
向
け
た
全
組
合
員
の
意
思

統
一
を
図
っ
た
。
翌
日
の
１１
月

１６
日
に
は
区
長
会
会
長
へ
の
要

請
行
動
を
実
施
し
、
各
地
連
代

表
者
か
ら
職
場
実
態
を
訴
え
、

区
長
会
会
長
と
し
て
踏
み
込
ん

だ
対
応
を
求
め
た
。

職
場
で
は
、
全
組
合
員
及
び

家
族
に
よ
る
署
名
や
ス
テ
ッ
カ

ー
闘
争
、
適
時
の
職
場
報
告
集

会
等
が
取
り
組
ま
れ
た
。

特
別
区
人
事
委
員
会
の
勧
告

が
例
年
よ
り
も
遅
れ
た
一
方

で
、
区
長
会
は
、
議
会
日
程
を

理
由
に
例
年
ど
お
り
の
妥
結
時

期
を
求
め
た
。
交
渉
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
あ
り
き
の
協
議
は
、
容
認

し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が

ら
も
、
厳
し
い
日
程
で
の
交
渉

期
間
を
組
織
の
総
力
を
挙
げ
て

精
力
的
な
取
り
組
み
を
進
め

た
。区

長
会
側
が
交
渉
期
限
と
し

た
１１
月
１７
日
の
専
門
委
員
会
、

そ
の
後
の
小
委
員
会
で
も
踏
み

込
ん
だ
回
答
が
示
さ
れ
ず
、「
こ

の
よ
う
な
内
容
で
は
団
体
交
渉

を
し
て
も
、
妥
結
な
ど
で
き
な

い
」
こ
と
を
通
告
し
、
ぎ
り
ぎ

り
の
判
断
を
求
め
た
。

区
長
会
の
最
終
提
案
に
つ
い
て

�

１１
月
１７
日
の
第
４
回
団
体

交
渉
で
、
区
長
会
側
は
勧
告
の

扱
い
に
つ
い
て
、「
昨
年
に
引

き
続
き
、
引
下
げ
改
定
と
な
る

厳
し
い
内
容
で
あ
り
、
そ
の
取

扱
い
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
本
年
の
給
与
改

定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
勧
告
の

と
お
り
実
施
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
す
」
と
し
、
業
務
職
給
料

表
に
つ
い
て
も
「
昨
年
の
交
渉

結
果
を
踏
ま
え
、
行
（
一
）
給

料
表
の
改
定
に
準
じ
て
引
下
げ

を
行
う
」
と
い
う
姿
勢
を
崩
さ

ず
、
勧
告
ど
お
り
の
提
案
と
な

っ
た
。

�

職
責
が
増
す
ば
か
り
の
統

括
技
能
長
の
職
責
の
軽
減
の
た

め
に
、
設
置
基
準
の
改
善
を
求

め
た
こ
と
に
対
し
、
統
括
技
能

長
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
「
職

務
内
容
に
応
じ
て
任
命
権
者
が

必
要
と
認
め
た
場
合
に
設
置
す

る
」
と
い
う
新
た
な
一
項
が
加

わ
る
改
善
が
図
ら
れ
た
。

区
長
会
の
最
終
提
案
に
対
す
る

判
断
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
に
、
区
長
会
の

最
終
提
案
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
項
目
で
組
合
要
求
に
応
え
た

も
の
で
は
な
く
不
満
が
残
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
区
長
会
は
、

統
括
技
能
長
の
設
置
基
準
の
改

善
や
特
別
昇
格
率
の
改
善
な

ど
、
い
く
つ
か
の
項
目
で
我
わ

れ
の
要
求
に
対
す
る
踏
み
込
ん

だ
回
答
を
最
終
段
階
で
示
し
た

こ
と
は
評
価
が
で
き
る
。

�

特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告

の
取
扱
い
に
つ
い
て

勧
告
給
料
表
及
び
業
務
職
給

料
表
は
、
勧
告
ど
お
り
の
改
定

と
な
っ
た
。
三
年
連
続
の
月
例

給
の
引
下
げ
な
ど
、
不
満
な
内

容
で
は
あ
る
が
、
勧
告
制
度
が

こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
役
割

や
、
公
務
員
を
取
り
巻
く
現
下

の
情
勢
、
労
使
に
よ
る
自
主
決

着
を
図
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
す

る
。

�

現
業
系
人
事
・
給
与
制
度

に
つ
い
て

わ
が
組
合
か
ら
の
中
心
課
題

で
あ
る
現
業
系
人
事
・
給
与
制

度
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
専
門

委
員
会
等
で
の
「
所
要
の
見
直

し
は
各
区
に
お
い
て
適
切
に
図

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
か

ら
、
１１
月
１１
日
の
第
３
回
団
体

交
渉
で
「
所
要
の
見
直
し
は
図

ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
後
も
皆
さ
ん

と
協
議
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
」
と
今
後
の
協

議
を
約
し
た
。

�

高
齢
期
雇
用
問
題
に
つ
い

て
特
別
区
人
事
委
員
会
か
ら

は
、
具
体
的
な
方
策
等
に
つ
い

て
言
及
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

区
長
会
か
ら
は
、「
高
齢
期
の

雇
用
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、

特
別
区
に
お
け
る
再
任
用
等
の

実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
採
用
か

ら
退
職
ま
で
の
人
事
・
給
与
制

度
全
体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

総
合
的
な
検
証
を
行
う
必
要
が

あ
る
」「
国
に
お
け
る
関
連
法

案
の
検
討
状
況
等
を
注
視
し
つ

つ
、
早
急
に
検
討
を
進
め
て
ま

い
り
た
い
」
と
い
う
考
え
方
が

示
さ
れ
た
。
高
齢
期
雇
用
の
問

題
は
、
職
員
の
生
活
設
計
に
直

接
結
び
つ
く
重
要
な
課
題
で
あ

り
、
今
後
の
検
討
に
あ
た
っ
て

は
、
特
別
区
に
お
け
る
現
行
制

度
や
清
掃
業
務
の
内
容
や
職
場

実
態
を
踏
ま
え
、
十
分
な
労
使

協
議
を
基
に
我
わ
れ
の
意
見
を

反
映
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

未
曾
有
の
被
害
と
な
っ
た
東

日
本
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
支

援
活
動
で
は
、
多
く
の
課
題
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
自
治
体
職

場
の
ス
リ
ム
化
、
と
り
わ
け
現

業
職
場
の
際
限
の
な
い
合
理
化

は
、
住
民
に
身
近
な
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
低
下
に
つ
な
が
っ

た
。
支
援
を
受
け
入
れ
た
自
治

体
側
も
、
そ
の
支
援
を
十
分
に

活
用
で
き
な
い
事
態
が
生
ず
る

な
ど
、
自
治
体
の
責
任
と
し
て

災
害
に
強
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
、

質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
あ

り
方
が
、
今
ほ
ど
問
わ
れ
て
い

る
時
代
は
な
い
。

わ
が
組
合
に
と
っ
て
最
大
の

課
題
で
あ
る
現
業
系
人
事
・
給

与
制
度
や
業
務
職
給
料
表
へ
の

切
替
え
に
か
か
わ
る
課
題
に
つ

い
て
は
、
高
齢
期
雇
用
の
課
題

と
併
せ
て
、
総
合
的
な
検
証
・

協
議
が
開
始
さ
れ
る
。
組
織
内

の
議
論
も
十
分
に
行
い
な
が

ら
、
組
合
員
が
安
心
し
て
働
け

る
職
場
環
境
、
労
働
条
件
の
維

持
・
向
上
の
た
め
に
、
全
力
を

挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
務
員
、
と
り
わ
け
現
業
系

職
員
を
取
り
巻
く
情
勢
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
が
、
区
政
の
第

一
線
で
働
く
清
掃
労
働
者
と
し

て
、
公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

守
る
と
い
う
自
信
と
誇
り
で
、

労
働
条
件
の
改
善
や
職
場
闘
争

の
前
進
に
向
け
て
、
全
組
合
員

が
東
京
清
掃
労
働
組
合
に
結
集

し
、
力
強
く
こ
れ
か
ら
の
闘
い

を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
地
連
ご
と
の
役
員
区
長
へ

の
要
請
、
総
決
起
集
会
へ
の
多

く
の
組
合
員
の
結
集
、
署
名
行

動
や
ス
テ
ッ
カ
ー
闘
争
な
ど
、

職
場
か
ら
の
闘
い
を
積
み
上
げ

た
全
組
合
員
に
対
し
、
中
央
執

行
委
員
会
と
し
て
心
か
ら
敬
意

を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

闘
い
は
継
続
す
る
。
中
央
執

行
委
員
会
と
し
て
は
、
今
期
確

定
闘
争
以
降
も
続
く
多
く
の
課

題
に
対
し
、
総
力
を
挙
げ
る
こ

と
を
約
し
て
、
今
期
確
定
闘
争

の
区
切
り
と
す
る
。

以
上

１
面
か
ら
続
く

区長会当局は真摯に対応するべきだ

� 給与改定諸項目の内容

備 考

平成２４年１月１日から実

施

勧告給料表の実施時期

平成２４年４月１日から実

施

� 交渉項目の扱い

内 容

平成２４年度給与改定交渉期までには結論が得られる

よう引き続き協議事項とする。

平成２４年度給与改定交渉期までには結論が得られる

よう引き続き協議事項とする。

内 容

勧告のとおり実施する。

別紙のとおり

「その他、職務内容に応じ

て、任命権者が必要と認め

る場合に設置する。」を加える。

専門委員会で示したとおり

項 目

行政職給料表（一）

医療職給料表（二）

医療職給料表（三）

業務職給料表

統括技能長職の設置基準

について

級格付の昇格率

項 目

任期付短時間勤務職員採用

制度の各区事項化

勧奨退職特例措置の各区事

項化
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平成２３年度給与改定清掃労組要求に対する当局回答

当局の考え方

２．人事制度について

○ 昇任選考および研修等の運用面については、各特別区において適切な対応がなさ
れるものと認識している。

○ 統括技能長職及び技能長職については、各特別区における人事管理・事業方針等
に基づいて選考が実施されている。欠員への対応は各特別区が判断して取り組むべ
き問題であり、統一選考によって解決を図るものではない。
人事交流については、本人希望と各特別区の人事管理上の判断を前提としている
中で、制度的な対応は困難である。

○ 現行の４層制の人事制度において、新たな職の分化が見られるとは認識していな
い。また、任用制度が技能系・業務系職員全てに適用されることも踏まえると、新
たな職を設置する必要はないと考えている。

○ 設置基準の算定基礎数に再任用職員・再雇用職等を含めるかどうかは、各特別区
の実態を踏まえ、各任命権者が判断するものである。

○ 現時点では見直しを考えていない。

３．給与制度等について
○ 地域手当は、人事委員会勧告に従って措置したものであり、これを本給に繰り入
れることは困難である。

○ 初任給については、行政系、技能系・業務系を含め、総合的に考慮して決定して
おり、技能�・�の初任給のみを改善することは困難である。
○ 職員の給与処遇については、能力・業績及び職責に基づく人事・給与制度の構築に努
めており、これにより、職員の能力と成果を的確に、給与処遇に反映していると考える。

○ ２級格付及び３級格付は、昇任者を含めて一定の昇格者数を確保していることか
ら、算出した昇格者が１人に満たない場合について対応する必要はないものと考え
る。

○ １級職に対する一律拠出割合の適用については、職員の能力と成果を的確に給与処
遇に反映していく観点から今後も検討していくことが必要であるものと考えている。

○ 昇給における職員の区分を、技能長以上と技能主任以下とに区分することは、現
状では困難である。

○ この間、年齢による昇給抑制を行ってきたことにより、一定の効果が得られていると認識し
てきており、引き続き、年齢による昇給抑制が必要であるので、現状での対応は困難である。

○ 行政サービスの一層の向上や行政運営の効率化・活性化を行なっていくには、年
功的要素を縮小し、職員の能力、業績及び職責を的確に反映した人事・給与制度を
構築していく必要があることから、勤務成績を反映させる勤勉手当の成績率及び昇
給制度を廃止することは困難である。

４．高齢期雇用制度について

○ 再任用職員は、定年前職員と同様に本格的な職務に従事するものである。勤務形
態や具体的な職務内容については、各特別区において定められ、適切に運用されて
いるものと認識している。

５．その他の諸制度について
○ 扶養手当は、人事委員会勧告に従って措置したものであり、支給額の引上げ等に
ついては、現状では対応困難である。

○ 支給額の引上げについては、現状での対応は困難である。
○ 住居手当については、特別区の実情を踏まえ、国、他団体の動向も考慮し、引き
続き研究していく。

○ 非常勤職員及び臨時職員の報酬額等については、各特別区が決定することとなっ
ていることから、現状での対応は困難である。

清掃労組要求書

昇任選考に積極的に応募できる環境を整えること。人材育成の観点から技能長業務
の研修期間等を考慮した配置をすること。メンタル面での困難を抱える技能長が生ま
れないように予防策を講じること。

統括技能長職・技能長職の昇任選考にあたっては、２００７年度から２０１１年度の欠員状
況の実態を踏まえ、２３区統一的選考を行うこと。もしくは清掃特例や派遣制度の活用
で人事交流を活発化すること。

技能長職と技能主任職の間に技能長補佐職を新設すること。

設置基準の算定基礎数に、「再任用職員・再雇用職員等を含むことができる」とした
２００８年賃金確定の妥結を各区で尊重し、引き続き改善を図ること。

技能�及び�の職種に従事する職員の希望による転職に関わる年齢制限を撤廃する
こと。

地域手当は廃止し本給に組み込むか、本給扱いとすること。

技能�・�に関わる初任給格付にあたっては、身分切替職員と同様困難な清掃業務
を担う以上、身分切替職員との均衡を考慮して改善すること。

職責の有無のみにかかわらず、経験・知識とも豊富な職員の区政に対する貢献度を
職務能力として評価し、給与処遇に反映させること。

全級における昇格率の改善を求める。有資格者がいても、１級からの昇任者数、２
級からの昇任者数を、昇格者数から差し引く結果、格付者数は少数となっている。２
級格付も３級格付も、算出した昇格者が１人に満たない場合は、昇格者を１人とする
ことができる対応とすること。

勤勉手当に関わり、一律拠出適用者の拡大は行わないこと。

査定昇給に関わり、現業系職員の査定区分を技能長以上と技能主任以下とに区分す
ること。

職員の勤務意欲を維持・高揚させるためにも、年齢による昇給抑制制度を改善する
こと。

公務労働は民間企業の効率と利潤追求を目的とした労働とはその質が違うものであ
る。従って、現行制度の勤勉手当の成績率及び査定昇給制度を廃止し、改めて労使に
よる十分な協議を踏まえ、客観性・合理性・公平性を備えた納得できる制度を構築す
ること。

再任用職員の職務は、現行、定年前職員と同じ職務とされている。清掃業務は、定
年年齢を超えた再任用職員には過酷な労働であり、６５歳の任期を全うできずに退職を
余儀なくされている職員も存在する。従って、清掃職場に勤務する再任用職員の職務
のあり方について、改めて労使による十分な協議をすること。

扶養手当を改善すること。

住居手当を改善すること。

臨時職員の賃金は、国や都は統一した基準が設けられているが、現行では各区事項
とされ、各区により違いがある。夏期対策及び年末対策や年度末対策で臨時職員の応
募者数が区ごとに偏り、確保が困難な区も生じている。同一労働・同一賃金の観点か
らも、常勤職員賃金は統一交渉で同一で決定していることを踏まえて、臨時職員の賃
金は２３区統一とし報酬額等も改善すること。

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑨

①

①

②

③
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